
第１セッション「統計制度の管理運営」 

リードスピーカー：Brian Pink（オーストラリア統計局長） 

         Mike Hughes（イギリス国家統計局国家統計政策部長） 

         韓聖熙（HAN, Sung Hee）（韓国統計庁統計教育院教育運営課長） 

ディスカッサント：廣松 毅（統計委員会委員） 

議長      ：川崎 茂（総務省統計局長） 

 

（司会） これより第１セッション「統計制度における管理運営」に入ります。第１セッ

ションの議長は総務省統計局、川崎茂統計局長です。 

 

（川崎） おはようございます。総務省統計局の川崎でございます。日本の公的統計の将

来について国際的な観点から参考となる知見を得るために、内閣府、総務省の共催でこの

シンポジウムを開催することができ、大変うれしく思っています。このシンポジウムでは

著名な統計家の方々にご参加をいただき、その専門知識を共有していただきます。皆様に

はシンポジウムにご参加いただきましてありがとうございます。 

 第１セッションでは、公的統計のよりよい管理運営をいかに達成するかというテーマで

議論していただきます。竹内委員長からお話がありましたように、新しい統計法は包括性、

手法の合理性、中立性、信頼性、利用しやすさ、個人情報保護などの公的統計についての

基本原則が挙げられています。これらの目標を達成するためには枠組みが必要であり、政

府の統計部局が共通の方針の下に統計整備を進めていく努力が必要です。 

 しかし、分散型統計制度では、広範囲に及ぶ統計の包括性や、一貫性をいかに確保する

かというウィークポイントが若干あります。それゆえ、これらをどのように克服するかと

いうことが日本の統計制度において非常に重要な課題となっています。以上の背景を念頭

に置いていただいた上で、統計制度のよい管理運営について、そして、統計法で示された

原則を満たす公的統計をどのように実現していくかということについて議論していただき

たいと思います。 

 このセッションに出席の 4名のスピーカーとディスカッサントの方々をそれぞれご紹介

したいと思います。興味深いことに、そのうちお二人は今年新しい統計関連の法律を制定

した国からお越しいただいております。統計制度は国によって違いますが、それぞれの国

の経験から学ぶところが多くあると考えております。皆様の発表を楽しみにしております。 
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 １番目のスピーカーはオーストラリア統計局長の Brian Pink さんです。Pink さんの前

職はニュージーランド統計局長でした。つまり、二つの国の統計局長をお務めになったと

いうことになります。両国は日本とは異なる集中型システムですが、共有できる共通の課

題もあると思いますので、Pink さんの広範な経験に基づいた発表を楽しみにしております。 

 ２番目のスピーカーはイギリス国家統計局国家統計政策担当部長の Mike Hughes さんで

す。Hughes さんはイギリスの統計制度において長い経験をお持ちで、さまざまな部局を経

験されています。国家統計局では新しい統計法を担当されています。Hughes さんからイギ

リスの経験に基づいたアイデアを伺うことを楽しみにしております。 

 ３番目のスピーカーは韓聖熙（HAN, Sung Hee）さんです。韓国統計庁の統計教育院教育

運営課長を務めておられます。韓国でも統計法が今年改正されました。その経験や韓国に

おける公的統計の今後の方向性についてお伺いするのを楽しみにしております。 

 最後にディスカッサントの廣松毅先生をご紹介いたします。東京大学教授でいらっしゃ

います。廣松先生は現在、内閣府統計委員会委員を務めておられます。以前は統計委員会

の前身、統計審議会の委員も務められ、日本の統計の改善に長きにわたり貢献しておられ

ます。 

 発表の中では、分散型統計制度全体としてどのような基準や枠組みが適切で信頼性のあ

る公的統計の作成に役に立つのかということについて触れていただきたいと思います。ま

た、日本で現在審議されている基本計画の策定に関してどのようなことでもご提案いただ

ければ幸いです。 

 また、このセッションの進め方についてご説明いたします。最初に３人のスピーカーか

らそれぞれ 20 分間発表していただきます。その後、ディスカッサントから 10 分の討論を

お願いいたします。そして、スピーカーの方々からそれぞれご回答をお願いします。その

後、フロアの皆さまにも議論に参加していただきたいと思います。セッションを終える前

に、スピーカーとディスカッサントから最後に簡単にコメントをいただきたいと考えてお

ります。円滑な進行にご協力いただきますようお願いいたします。 

 では、Pink さん、お願いいたします。 

 

発表１「Governance of Australia's Official Statistics System」 

Brian Pink（オーストラリア統計局長） 
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 皆さま、おはようございます。ご招待を受けて、大変うれしく思っております。内閣府、

それから統計局に対して、感謝申し上げたいと思います。 

 私からは、オーストラリアの公的統計制度のガバナンスということでお話をさせていた

だきます。竹内先生からもお話がありましたが、統計委員会の役割は司令塔（コントロー

ル・タワー）の機能を公的統計について果たすことだということでした。私もこのような

例えを同じように使って、30,000 フィートの高みから、オーストラリアの公的統計制度の

ガバナンスについてお話を申し上げたいと思います。 

 オーストラリアは連邦政府制度を採用しております。まず連邦政府があり、州及び準州

政府が８つあります。また、統計法の下に置かれているオーストラリア統計局（ＡＢＳ：

Australian Bureau of Statistics）は、統計サービスを両方のレベルの政府に対して提供

しています。川崎局長がおっしゃったように、おそらくある面では日本と比べてより集中

型になっていますが、多くの担い手が多岐にわたる部門でオーストラリアの国家統計制度

を支えています。 

 先ほど、Paul Cheung 国連統計部長からお話がありましたが、ＡＢＳの任務としては、

政府だけではなく、業界のさまざまな意思決定、投資判断、あるいは社会に広く統計サー

ビスを提供することも重要です。そして、オーストラリアの統計制度は、根本的に民主的

な手続の一翼を担っています。われわれが集める多くのデータは地域社会が政府の質を評

価する判断材料となっており、客観性や独立性の重要な根拠の一つとなっています。 

 オーストラリアにおける制度のガバナンスは、さまざまな要素から成っております。急

ぎ簡単にご紹介します。法律によって設立された統計審議会があります。Australian 

Statistician（統計局長）の役割及びＡＢＳに対して、統計法制上、独立性が規定されて

います。国家統計制度の概念や、強力な統計の政策、プロトコル、実践を定めた枠組みが

あります。オーストラリアの統計制度において、まさによきガバナンスの根本的な部分と

なっています。面白いことに、センサス及び統計法が 1905 年に成立し、その後大幅な改正

が行われたのは 1990 年代のことでした。その後は政府及び社会としても、オーストラリア

の統計制度の法的枠組みはほぼ充足されていると考えられています。 

 国家統計制度の枠組みですが、これは Cheung 部長からも竹内先生からもお話がありまし

たが、ＳＮＡについては経済統計の概念的な枠組みを提供しています。ＡＢＳは国際的に

共通する統計制度の見直しや改正についても大きな役割を果たしていますが、他にも効果

的な実施の基礎となる強力な要素や、例えば標準産業分類や行政手続、あるいは方法論の
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基準など制度のガバナンスがあります。ＡＢＳは、標本調査の開発や概念枠組みを提供し、

幅広くさまざまな統計面での関心を満たすために大きな役割を果たしております。国際的

な潮流の中でもいろいろな枠組みづくりに参画しています。 

 オーストラリアにおけるガバナンスのもう一つの要素として、重要なステークホルダー

が係わる戦略的な会合があります。例えば、ＡＧＳＦ（Australian Government Statistical 

Forum:オーストラリア政府統計フォーラム）、State Statistical Forum（州の統計フォー

ラム、ユーザーと技術者のアドバイザリーグループ、統計にかかわるさまざまな部局の長

との会談などがあります。私が伝えたい重要なメッセージは、オーストラリアの統計制度

が効果的に機能するのも、ＡＢＳが幅広くさまざまな担い手たちと連携協力をして進めて

いるからであるということです。 

 次にＡＳＡＣ（Australian Statistics Advisory Council:オーストラリア統計諮問委員

会）がありますが、ＡＢＳや国家統計部局に対して責任を負いません。その役割も法律に

規定されており、年に２回会合を開いて、財務相、それから私自身に対してアドバイスし

ます。私自身はオーストラリアの国家統計局長を務めておりますが、公益のために、長期

的な優先課題や作業計画、あるいは年ごとの課題やその他のさまざまな統計サービスにか

かわる課題について諮問します。また、統計サービスの改善あるいは公共の目的に照らし

た連携等について、国家統計制度の健全性、どのような面にギャップがあるのか、社会、

経済、広く一般にどのようなニーズがあるのかなど、さまざまな問題について諮問します。 

 メンバーはオーストラリア政府によって任命されます。議長は独立性を有しており、５

年間の任期です。つまり、継続性ということが基本にあるわけです。ＡＳＡＣにおいて職

権でメンバーになっている統計局長です。ほかのメンバーは３年間の任期ですが、更新し

てもいいですし、それぞれの州政府から指名された人もいます。さらに 14 人まで、広く社

会から専門家が参加しています。政府部局、政財界、学界、地域社会のさまざまな団体か

ら委員が出ています。諮問委員会ということで、幅広くさまざまな分野の識見をもたらし

ています。 

 ＡＧＳＦは私が議長を務めておりますが、税関や財務部局などさまざまな政策部局の高

官から構成されています。オーストラリア国家統計における主要な作成者･利用者を見据え

ています。このフォーラムは年に２回会合を開いており、私の部局の幹部もメンバーとし

て参加しており、オーストラリアのさまざまな統計に関する課題に取り組んでいます。わ

れわれが新たなイニシアチブを導入したい、どのような問題が新たに現れてきているのか
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ということを議論します。ＡＳＡＣの下に置かれているフォーラムですが、連邦政府の政

策機関やＡＢＳの統計活動により重点を置いています。 

 オーストラリア政府のフォーラムと同じように、州の統計フォーラムもあります。州・

準州の統計官代表としてメンバーとして入り、さまざまな課題、新しい関心分野について

議論します。そして、ＡＢＳが十分には提供できていないと感じる彼ら独自の政策や分野

についてアドバイスをしてくれます。私はこちらの会議でも議長を務めています。年に２

回会合を開いており、ＡＢＳと州・準州との間をつなぐ重要な役割を果たしています。 

 さらに、より的を絞ったユーザーならびに技術アドバイザリーグループもあります。大

体 40 ぐらいのグループが設けられております。政府の高官、学界、経済界や地域社会の代

表から構成されており、それぞれの専門的な立場から各分野についてより具体的にわれわ

れにアドバイスをいただいています。例えば、経済統計ユーザーグループはマクロ経済統

計について見ていただいています。手法アドバイザリーグループは主に学者から成ってお

り、幅広く研究開発の手法分野についてアドバイスをいただいています。社会統計ユーザ

ーグループにはさまざまな分野があります。40 グループほどあり、健康に関する統計、家

族に関する統計、高齢化に関する統計、最近では環境に関する統計を扱うグループがあり

ます。それぞれのトピックごとにグループが作られており、専門知識を持ち寄って、われ

われの統計プログラムの開発に当たり支援してくれています。 

 一つ重要な課題として、こういったグループから出てきているのは、日本の統計制度の

下でも検討していただける点かと思いますが、この情報開発計画です。健康に関する統計、

環境に関する統計、あるいは家族に関する統計ですが、このような専門家はオーストラリ

アの社会全般、あるいは連邦・州政府から出てきています。統計においてそれぞれの分野

で何を取り上げるべきなのか、政策課題は何なのか、オーストラリア社会にとっての課題

は何なのか、関心分野で欠けている情報は何なのか、どのように埋めたらよいのか、どの

ように充足したらよいのかといった統計分野における基本計画づくりを心掛けるというこ

とです。ただ、状況が変化するので２～３年ごとに見直しを行います。日本の統計分野に

おいてもトップダウン型で基本計画づくりが議論されていると承知しておりますが、専門

家のグループで、それぞれの分野の専門家が統計のコミュニティと協力をし、どのように

情報資源を導き出すのか、重要なのは、Cheung 部長も先ほどのスピーチの中でおっしゃっ

た点ですが、行政機関のさまざまなレベルで保有されている情報で統計ニーズのある情報

の扱いです。もともと統計のために集められた情報ではなくても、貴重な情報源となりま
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す。 

 オーストラリアの状況は伝統的に、経済統計における税に関するデータは統計法ではな

く税法上に規定があります。税務長官が個人の税に関する記録を統計目的のためにＡＢＳ

に提供できるという規定です。このことによって直接の調査や経済分野のセンサスをする

必要性が減りました。特に中小企業等に関して、税制度を通じて得られるデータが非常に

有益となっています。統計コミュニティの視点から見て重要なのは、国税庁がオーストラ

リア・ニュージーランド標準産業分類を使うことにしたという点です。税務当局で得られ

た情報と我々がビジネスフレームを使って集めたデータとの統合性があります。 

 さて、なぜオーストラリアの統計制度が成功しているかについていくつかお話したいと

思います。政策部局の重要性によって異なりますが、公的統計のユーザー・作成者として、

私と各部局の幹部で６か月又は９か月ごとに会合を開いています。６か月又は９か月ごと

にそれぞれの統計部局の長と会合を開くことにしておりますが、統計に関する方向性を確

認できますし、情報ニーズについて知ることもできます。また、我々の行っているイニシ

アチブ、どのような重要な課題が出てきているのかなど、お互い話し合うことができます。 

あるいは、税務長官とも定期的に会合を開いておりますし、統計制度の中で何か問題が出

てきていないか、彼らから話を聞くこともできます。例えば、最近では、2006 年にオース

トラリアの新しい産業分類を導入しました。我々は長い間話し合い、税務当局が新しい産

業格付けを導入する上で支援しました。実際、そのための資金を政府から得て、税務当局

への支援を行いました。 

 一つの教訓として、日本の統計コミュニティに伝えることができるのは、いかに政策部

門のトップの人をかかわらせるかということです。彼らの制度の中にある情報が統計制度

にとってもいかに重要か理解してもらい、情報を提供することでわれわれからも各政策部

局が必要とする統計情報が提供でき、政策やサービスの質もそれによって向上できるとい

うことです。 

 重要なことは、エビデンスベースの政策立案を行い、それらの政策の成果を評価するこ

とです。オーストラリアの状況は、このような政策担当者たちとの議論をしていく上で適

した環境にあったということです。ほかの政府主要部局長も毎朝目覚めて統計のことにつ

いて考えるというわけではありませんが、彼らも公的統計の一部を成すべき重要な情報を

保有しているので、彼らに関与してもらうことが根本的に重要な意味を持っています。 

中央統計局の幹部にも、かなり時間や労力をかけて遂行させました。私の下に副局長が４
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人いますが、さまざまな会合の場に出てもらい、州政府のトップの人などとも会ってもら

っています。オーストラリアでは、政府の行政制度が統計目的の情報源として活用しきれ

ていないと思われるからです。諮問及びユーザーコミュニティからも統計制度を計画する

上で重要なアドバイスを得ています。10 年間の戦略計画枠組みがあり、人口センサスは５

年ごとに行っています。前回のセンサスが完了する前に既にユーザーコミュニティととも

に次のセンサスの計画策定を行っております。そして３年間の将来作業計画も立てていま

す。すべてのかかわりのあるアドバイザリーグループで話し合われましたが、彼らにとっ

ても意味あることです。 

こういったプロセスの成果は諮問委員会にも提示されます。私も大臣もこのような計画

プロセスがいかに大事かということをよく理解しています。言うまでもなく連邦政府の毎

年の予算作成プロセスにも提示されます。州政府も同様です。さらにＡＢＳ及び諮問委員

会は、毎年、議会に対して、中央統計局及び国家統計制度に関する遂行能力について報告

を行っています。 

 結論として、重要なメッセージをお伝えしたいと思います。公的統計制度のよきガバナ

ンスは次のようなことから構成されています。まず、国家統計サービスの概念が強力な政

策、プロトコルの枠組みによって支えられているということです。しかし、ここで鍵とな

ることは、オーストラリア政府及び州政府の幹部がこの国家統計制度の概念を受け入れ、

重要な貢献をしているということです。彼らの理解がなければ国家統計制度が本当の意味

で価値を持ち得ることは難しいでしょう。 

 ＡＢＳの独立性はオーストラリアにおいて重要な要素となっており、とても尊重されて

います。独立性を保ち、客観的な情報をオーストラリアの社会に提供していますし、非常

に透明性の高い制度となっているからです。われわれの概念、資源、手法論、文書、ある

いは政策などについて公表をしています。さまざまな構成員から成っており、強力なリー

ダーシップを発揮しなければなりません。中央統計局としてリーダーシップを付託される

という、規定上での役割の発揮です。また、諮問機関の独立性も同様に重要です。効果的

なパフォーマンスを公的統計制度全体として持てているのも、さまざまな構成員がきちん

と機能してくれているからだと思います。各国で統計制度の健全性が保たれるのは、多く

のプレーヤーが効果的に連携を組んで活動しているからです。オーストラリアの場合も、

統計の作成者もユーザーも一体となって協力をしているからこそということです。 

 オーストラリアにおける経験について、竹内先生をはじめとする統計委員会、川崎統計
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局長の参考になればと思います。日本における統計制度がしっかりと確立されるように祈

っております。以上です。 

 

（川崎） Pink さん、大変包括的なご説明をありがとうございました。大変素晴らしいご

発表をありがとうございました。次は、イギリス国家統計局の Mike Hughes さん、お願い

します。 

 

発表２「Official Statistics in the UK Present and Future」 

Mike Hughes（イギリス国家統計局国家統計政策部長） 

 

 ご参加の皆さま、日本に参ることができ、また重要なトピックについて議論する機会を

いただき、ありがとうございます。内閣府、そして総務省統計局にこのようにお招きくだ

さったことを御礼申し上げたいと思います。 

 現在、イギリスは統計制度の大きな改革を行おうとしており、日本や韓国と同じような

状況にあります。私の方からは、どのような変化が起こっているのかについてお話しした

いと思います。限られた時間ではありますが、現行制度の背景について、またイギリスで

ここ７年間かけて作ってきた国家統計の概念について、新しい統計法について、さらに何

を改善しようと考えているのかについて、お話ししたいと思います。 

 イギリスは制度として、ほかの先進国と比べても日が浅いといえます。前身である

Central Statistical Office（中央統計局）ができたのは 1941 年で、チャーチル首相が戦

時体制で作ったものです。ほかの多くの国々で国家統計局が 20 世紀前半に設立されていた

ところもあるのに比べれば日が浅いといえます。次に大きな変化があったのは 1968 年で、

長となった Klaus Moser によって Government Statistical Service（ＧＳＳ：政府統計サ

ービス）が設立されました。また、貿易産業省に経済統計局ができましたし、厚生省・一

般登録局に人口センサス・調査局ができました。その後 30 年ほどたってまた大きな変化が

あり、Bill McLennan 中央統計局長の提唱の下、Office for National Statistics（ＯＮ

Ｓ：国家統計局）が 1996 年に設立されました。McLennan 氏は後にオーストラリア統計局

長にもなりました。なお、ＣＳＯはそれに先立ち、ＯＰＣＳ及び労働市場統計を統合して

います。イギリスにおいて集中化を図ってきたわけです。次に大きな変化があった 2000

年には、現在の国家統計制度ができました。一般市民からの信頼という課題に対応するた
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めです。これについてはまた後ほどお話ししたいと思います。そして、ここ１年半ほどか

けて、統計及び登録サービス法を策定し、来年４月に正式に施行されることになっていま

す。 

 では、現行制度の特徴について簡単にお話ししたいと思います。分散型の制度になって

おり、30 以上の統計オフィスがあると言われています。スライドには 38 あると書きまし

た。その数は政府組織の変化により変わっているのですが、数が大きいことはお分かりい

ただけると思います。National Statistician（国家統計局長）が調整をしています。ただ

し、イギリスは四つの国に分かれており独特な形になっています。1990 年代後半以来、イ

ギリスでは自治権移譲制度が進み、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドがそれ

ぞれ議会や行政を持ち、緊張状態にあります。そのためにイギリス国家としての統計を作

成することが難しい場合も生じています。しかし、経済学者、研究者、実務研究者が協力

し、融和していると思います。これは午後にもまた触れたいと思います。 

 我々の制度におけるもう一つの重要な点は、ＥＵの加盟国ということです。欧州の法に

大きく影響を受けているということです。欧州の統計制度が非常に大きな影響を及ぼして

いるということです。現在、欧州の Code of Practice ができております。国連の基本原則

に基づいたものです。また、Paul Cheung さんのおっしゃったように、ピアレビュー制度

が導入されています。そして、申し遅れましたが、大きな世界的な進展としては、グロー

バル化、国連、ＩＭＦ及び世界銀行があります。 

しかし、重要なことは、今のところイギリスの統計制度は制定法上の制度ではないとい

うことです。センサス法、貿易統計法以外は根拠となる正式な統計に関する法律がないと

いうことです。 

 ＯＮＳの主な役割は、Brian Pink さんがおっしゃったオーストラリア統計局と同様に、

マクロ経済統計、社会統計などの作成です。また、調整の役割も果たしています。そして、

ガバナンス、政策、手法なども担当しています。調査の管理、国際関係の調整、提供の調

整も行っています。また、Paul Cheung さんが先ほどお話になりましたが、専門職員の採

用、統計研修については午後に触れたいと思います。 

 しかし、なぜ変化を遂げたのでしょうか。イギリスにおける統計制度変革の原因は何で

しょうか。過去 20 年ほど、イギリスの公的統計は政争の具とされてきたと申し上げて差し

支えないと思います。さまざまな例が見られます。例えば、失業の定義が４年ほどで 26

回も変わっています。政府は明らかに失業のスケールを変えようとし、給付制度を変えま
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した。また、犯罪統計についても大きな問題があり、警察を通して報告されるもの、また

犯罪件数記録によるものの二つの制度が並行しています。また世帯調査が行われており、

個人の犯罪件数記録によるイギリス犯罪調査があります。そして、数年前は亡命者数につ

いても議論がありました。 

 また、イギリスでは事前公表に関して現在制度が緩やかになっています。市場が過敏に

反応する数字以外は、大臣や政府関係者に５日ほど事前に提供されます。それらの数字が

事前に、実際に公表される前に新聞などにも報じられるということが見られます。一方で

これはよくない知らせですが、統計が公表されるタイミングが問題になっています。金曜

日の午後に公表されるため、全国紙では報じられず、週末の新聞でも報じられないなどと

いうことです。 

 1990 年代に野党であった労働党がかなりこれらの問題を重視し、改革が必要であるとし

ており、1997 年の労働党のマニフェストで独立した国家統計サービスが必要であるとうた

いました。それを受け、いったん政権に就いた労働党はグリーンペーパーを発表しており

ます。当時のトニー・ブレア首相はその中で、統計改革についてこのような強力な発言を

行っています。「政府は政治をクリーンにし、現代化させることを誓約する。そして、政府

と市民の間に開放性と信頼に基づいた新しい関係を求める」としています。これがイギリ

スにおいて現在に至るまでの変革のスタートポイントとなりました。 

 そして、どのような制度にするべきかといった議論が２年間続きました。さまざまなモ

デルを検討しました。分散型の制度を変え、すべての統計専門家を一つの中央組織にする

ことも議論されました。しかし、多くの人が、より政策に近いところに統計専門家がいる

メリットが感じられる分散型制度のメリットを感じていたため、これを維持することにな

りました。 

 しかし、2000 年に新しい制度が導入されました。枠組み文書が作られ、主要な担当者の

役割が定められ、新たに National Statistician（国家統計官）のポストが設けられまし

た。また、日本でも統計委員会を設置されましたが、同じく統計委員会がイギリスでも設

置され、新たにロゴも作られました。また Code of Practice が作られました。一部は以前

からありましたが、このように明文化しました。また質についても、５年間の品質評価プ

ログラムを導入し、５年間にわたる国家統計すべてを評価しました。 

 国家統計というのは、組織でもなく、人の集団でもありません。ＧＳＳは、後ほどお話

しますが、人の集団です。指定された統計結果です。そして、先ほどお話しした国家統計
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の枠組みに基づき作られたものであり、Code of Practice に基づいているもの、定期的な

質の評価を受けるというものです。そして、国家統計はＧＳＳの一部となります。ＧＳＳ

の統計結果としては 1,400 ほどがあります。そのうち 1,200 が国家統計です。面白いのは、

国家統計局はその中のわずか 20％ほどしか担当していないということです。その外に非常

に多く他の統計があります。政府が作成するものですが、われわれは密接に関連していな

いものです。日本で検討いただけるかもしれませんが、このようなモデルも基幹統計への

アプローチの仕方として可能性があるかもしれません。 

 次に、国家統計官の役割です。この役職は国家統計制度の長であり、ＯＮＳの長、ＧＳ

Ｓの長でもありますが、新たな法律の下で変わることもあります。また、国家統計官は

Registrar General（国家登録官）でもあり、出生、死亡、結婚などの記録担当者でもあり

ます。また、政府のチーフ専門アドバイザーであり、公的統計の質についても責任を負い

ます。現時点では Code of Practice は国家統計官の責任となっておりますが、これは変わ

ることになっています。 

 同じ時、統計委員会は、独立した監視組織として設立されました。統計に対する信頼性

が危機にさらされたためです。しかし、この試みは成功しているとはいえません。公的な

議論に国家統計官がかかわるということもあり、なかなか信頼につながるというよりは、

妨げるということが見られてしまいました。しかし、統計委員会は他にもいくつかの役割

を果たすために設置されました。そして、イギリスが実際に統計関連の法律が必要である

か検討を行い、2003 年に報告を出しましたが、少なくとも２年間、日の目を見ませんでし

た。 

 現行制度と以前の制度を比べ、現行制度にどのような強みがあるのかというと、統計委

員会も設けられたので、以前よりは外部からの監視があることです。プロフェッショナル・

スタンダードが高くなり、品質管理もより厳しく行われるようになっています。目的にか

なったもの、意味のあるものであるように、守秘義務を守るようにということが重視され

ました。以前はあまり重視されていなかったことです。そして、政府の部局間の協力も見

られるようになっています。 

 しかし、現行制度ではまだひずみも残っています。ＯＮＳが行っている国家統計とその

他の統計との間で混乱要素がありました。一般市民に関心のあるのは、信頼できる統計で

あるかどうかということです。また、正式な公表以前に情報が事前に漏れてしまうという

問題もあります。昨年は国家統計官が公の場で首相に警告しなければなりませんでした。
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最近、労働関連の統計を首相が労働党大会で公表日１日前に触れてしまったことがありま

した。これは大きな問題となりました。 

 また、説明責任がないということ、つまり、各部門の首席統計官は、日常、その部門を

担当している閣僚に説明責任を負っているという問題もあります。また、先ほど Pink さん

がお話になったオーストラリアの制度にとって大変重要な部分が（イギリスには）ないと

いうことです。 

 では、新たな統計法はこれらの問題に対する答えになったのかということですが、短い

答えではおそらくそうではありません。当時の蔵相ゴードン・ブラウン氏は、現在は首相

ですが、事前の協議なく、2005 年 11 月にＯＮＳを政府の独立機関とすると発表しました。

そして、これは労働党が 1997 年に政権に就いた後に、ブラウン氏がイギリス中央銀行に金

融政策の責任を移管したのと同じような形で制度を変えると決定しました。これと同じモ

デルを（統計制度にも）当てはめるということでした。 

 しかし、なぜ今ごろになってそうしたのかよく聞かれました。２年間にわたり、統計委

員会のレポートは眠っていました。なぜ、その時期になって改革をということですが、私

の所属する組織でその１年ほど前に公的統計に対する信頼の調査が行われました。とても

有益な調査だったと思います。イギリスの公的統計は政治的な介入を受けずに作成されて

いると思っているのは５人のうち１人だけでした。また、公的統計が政府によって正直な

形で使われていないと思っている人が５人のうち３人でした。操作の対象になっているよ

うな認識がありました。 

 一方で意を強くさせられたのは、この調査によって、統計の質、手法、また国家統計局

自体については、信頼が本来的にはあるということです。従って、結果である統計そのも

のの質は高いのですが、その統計の提供や発表の仕方には信頼がおけないと感じ取られて

いるということが分かりました。つまり信頼が問題であったというのがイギリスの状況で

あり、わずか 18％しか信頼していないということです。ジャーナリスト、政治家と同じよ

うなレベルの信頼しか得られていなかったということです。そして、統計はメディア対策

の一つの方法として使われるようになって、そのために冷笑的、あるいは関心が離れてし

まうというような現象が見られるようになりました。 

 この度の新しい法制度の下では、新たに Statistics Board（統計審議会）を作ることに

なりました。これは大臣からは独立したものになります。閣僚の下に置かれない独立部局

として、直接、議会に報告をすることになります。つまり大蔵大臣の下に置かれていた従
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来の在り方とは変わります。そして、現在のＯＮＳに該当する Executive Office が設けら

れることになります。この名称をＯＮＳのままにとどめるかどうかは議論しているとこと

ですが、統計委員会については廃止されることになっています。また、以前の Code は法定

でないと先ほどお話ししましたが、法定の Code of Practice を設けることにします。これ

によって、統計の質を確保するために評価を行います。さらに重要なことですが、全国ベ

ースの規定にするということです。イギリスの一貫性のある統計制度を確立することが重

要であるからです。 

 審議会は、非執行のメンバーと議長が多数を占めることになります。規定では全部で５

名ですが、議長の指定により約７名と考えられています。３名の執行メンバーは、国家統

計官と外部から２名にすることを考えています。Executive Office の職員は公務員となり

ます。もう一つは、財源についてです。イギリスの政府機関は３年間の予算となっていま

すが、より効果的に計画を立てるために５年間の予算配分を受けることになります。 

 審議会の目標は明確に規定されていまして、公益に資するために統計を作成し、守ると

いうことです。興味深いことに、日本でもイギリスでも、公益のためにとされています。

そのために公的統計の質を向上させ、統計のグッドプラクティスを確立するということに

なっています。そして、公的統計の包括性が重要です。というのも、審議会ができること

によって、それが当初提案されたＯＮＳの統計だけでなく、公的統計制度全体を見渡すこ

とができます。 

 そして、３つの主な方法ですが、公的統計制度すべてに渡って監督や報告を行い、独立

の基準を設定し、質の保証、評価を行うということです。また、もう一つの役割として、

Executive Office の監視も行います。評価機能については特に目玉です。また、審議会が

新たにCode of Practiceを作ることになっています。国家統計官の現在のCode of Practice

が基になると期待しています。そうすれば、かなり業務が削減されます。すべて国家統計

は Code of Practice に照らして評価するということになります。そして、今後数年の国家

統計の質の評価のために作業計画を作り、公表することになっています。 

 では、国家統計官はこの中でどのような役割を果たすのかということですが、以前とは

違い、法に基づいたポストで、統計に関する最高顧問であるのと同様、審議会の最高責任

者となります。また、重要なことですが、公的統計の質の評価については、国家統計官は

直接かかわらず、審議会の責任となります。もちろん、国家統計官は審議会に対して助言

をし、コメントをすることはできますが、自らが質の評価に当たるわけではありません。 
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 Pink さんや Paul Cheung さんからも指摘されましたが、公益のための情報共有は重要で

す。イギリスが直面している問題の一つは、既存の法律を限界まで活用することとしてい

るものの、なかなか行政資料にアクセスできないという制約があります。その理由は、行

政記録の側の法律がアクセスを妨げているからです。しかし、この統計法制の条項もその

問題を克服することを可能にしています。ただ、自動的にすべての情報を入手できるとい

うわけではありません。議会に対し、行政記録の利用を正当化できるということを説明す

る義務を果たさなければなりません。そうはいっても、情報入手のための大きな一歩とい

うことになります。また、守秘義務や情報の利用については法律で定められ、統計情報の

違法な開示については刑罰が適用されます。 

 先ほどお話ししました公表日前に情報が出てしまうことについては、Code of Practice

では取り扱っていません。これは一つの大きな欠点であると思います。何が起こったのか

といいますと、大臣がこれについては管理するわけですが、首相の事前の情報入手は 48

時間に限られるとしています。また、協議が行われており、まもなくこのための取り決め

の文書が作られることになっていますが、適用される統計は何か、また誰に対して事前に

統計が示されるのかということを最小限に規定することになります。 

 しかし、この点では先進国の中でイギリスは遅れています。昨日、アメリカの Wallman

さんとお話ししましたが、アメリカでは全くこの公表日前の事前情報入手はありません。

ヨーロッパ諸国でも公表されるわずか数時間前でしかないということです。ですから、審

議会がこれから重点的に取り組んでほしい点であると思います。 

 最後に、これは法の規定ではありませんが、政府としては統計の公表と統計に関する政

策上のコメントとを分離させようとしました。そのためにパブリケーションハブを作ろう

としています。パブリケーションハブを通じて、すべての公的統計を発表することを考え

ています。 

 まとめたいと思います。2000 年に改革が行われ、それが盛り込まれた法が新たに制定さ

れました。これまでの大臣による監督が審議会に移管されました。イギリス全体をカバー

し、法の規定、統計制度の信頼性、情報共有の機会を得ました。ご清聴、ありがとうござ

いました。 

 

（川崎） Mike さん、とても集約的、かつ包括的なご説明をありがとうございました。実

に情報が盛りだくさんで、どのような形でこのイギリスの統計制度が進展し、そして、将
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来に向けて発展しようとしているかについてお話しくださいました。いろいろと参考にな

る点も多かったので、今日の午後にもう一度、Hughes さんにご登壇いただくことになって

います。 

 では、次のスピーカーは韓聖熙さんにお願いいたします。 

 

発表３「Governance of National Statistical System of Korea」 

韓 聖熙（韓国統計庁（ＫＮＳＯ）統計教育院教育運営課長） 

 

 皆さん、おはようございます。まずは日本の統計委員会委員長の竹内先生に、また総務

省統計局長の川崎様に対し、お礼を申し上げたいと思います。この東京での国際シンポジ

ウムにご招待いただきまして、ありがとうございました。参加できまして、本当に光栄に

存じます。発表に移る前に、まずは一言お祝いを申し上げたいと思います。統計法が改正

され、統計委員会が設立されたと伺いました。これはまさに日本の統計制度の発展におけ

る重要な一里塚となるものでしょう。 

 今日は、韓国の統計制度の重要な特徴と改革に関しての現在進行中の計画についてご紹

介いたします。そこで対象となっているものが四つあります。まずは統計法の改正、統計

審議会の機能の強化、統計にかかる組織の強化、そして、統計に基づいて政策を管理して

いくＳＢＰＭ（Statistics Based Policy Management）という手法の導入です。韓国の国

家統計制度は分散型ではありますが、集中型に近い形といえます。ですから、ＫＮＳＯ（韓

国統計庁）において、基本的な統計を作成し、統計活動の調整を図ります。一方で、ほか

の省庁や非政府関係の機関において、特定の分野に関連したさまざまな統計を作成します。 

 一方、われわれの弱点としては、こういった統計関係の人材と組織が不足しているとい

うことで、一部の省庁を除けば、中央省庁においては、部局レベルでの体系的な統計組織

が必要です。この図は省庁別に作成された統計を示しています。ＫＮＳＯを除いて、44 の

中央省庁で統計が作成されています。韓国の国家統計制度には三つの要素があります。ま

ずは、ＮＳＳ（国家統計制度）の司令塔、統計法、統計審議会です。このＮＳＳの長は韓

国統計庁長であり、次官級になりました。その責任は公的統計を作成し提供することであ

り、ＫＮＳＯは局長級から次官級へと格上げされ、これによって、2005 年にＮＳＳの司令

塔機能をさらに強化することになりました。統計審議会がＫＮＳＯに対して、統計にかか

わる問題についての諮問機関の役割を果たします。 
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 韓国の統計制度についてさらに理解を進めていただくために、ＫＮＳＯの機能と組織図

についてご紹介します。主たる機能としては、統計活動の調整、統計にかかわる基準や分

類の確立、統計データの管理や提供、また統計の質の評価などです。組織図を見ると、Ｋ

ＮＳＯには五つの局、二つの院および 12 の地方統計事務所があります。 

韓国の統計制度について簡単にご紹介いたしましたが、ご承知の通り、分散型制度はさ

まざまな弱点を持っています。例えば、統計活動の調整機能が不足していることです。同

様の統計が集められ、重複するということがあります。また人材や予算の配分が十分でな

く、非効率です。既にご説明しましたが、韓国の統計制度においては、統計機関の統計組

織には信頼性がありますが、統計データの妥当性、信頼性、利便性については弱点があり

ます。 

2005 年に改革の計画が導入されました。基本的な考え方としては、まず妥当性に関して

は、国家統計制度を整備し、改善し、恒久的な制度を確立します。信頼性に関しては、統

計の精度を上げ、質を評価し、行政情報を共有し、統計インフラをさらに強化します。利

便性に関しては、国家統計制度を統合化し、データベースシステムを設置し、統計情報を

利用する機会を提供したいと考えています。 

 そこで私たちは四つの戦略的な目標を掲げ、次のような基本的なアイデアを実現しよう

としました。例えば、統計法の改正、統計審議会の機能の強化、及び統計組織の強化、さ

らには統計に基づく政策の管理を行う手法の導入です。 

 統計法の改正に関する基本的な考え方は、国家統計インフラを整備し、その中で統計が

構築され、公表され、利用されるようになる。効率的な国家統計制度及び統計に関する計

画を立て、精度や質を高め、国家統計の環境整備を図る。また、国家統計の公表や利用に

関して詳細な計画をさらに追求する。統計調査の対象となる回答者の負担を軽減し、個人

情報を保護するということです。 

 具体的な例をご紹介しましょう。まず、国家統計のインフラ整備に関しては、例えば、

担当者となる統計官の任命です。また、統計機関の人材や予算を十分確保するというもの

です。 

 第２点としては、効率的な国家統計管理制度の整備であり、様々な手段として、例えば、

統計調査において男女別に分けることによって、女性に関してのより多くの情報を提供で

きるようにし、また統計調査の妥当性について決定する評価制度を導入するというもので

す。 
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 第３点は、国家統計の質や精度を高めることを目的として、その品質評価制度を作り、

定期的にこの質の評価を庁長が行っていくというものです。 

 第４点は、統計調査の対象となる回答者の負担を軽減し、市民の個人情報の保護を図る

ために、例えば行政情報の提供にかかわる基準を設定し、またそれに関連した罰則や罰金

について、これを強化するというものです。 

 最後に、公的統計の公表、またその利用の機会の提供です。 

ＫＮＳＯとしては、統計審議会の機能を強化しようと考えています。基本的な考え方と

しては、統計に基づく政策管理に関して結果の評価を行い、中期的な統計策定計画を管理

し、実行するというものです。また、審議会の諮問的な特質をさらに協議的なものへと発

展させていく。また、目標達成に向けて、全体会合と部会の再編を行い、審議会メンバー

の専門性を高めるというものです。 

 詳細に関しては、協議的な審議会へとこれをさらに格上げし、名称も統計審議会から国

家統計審議会に変更します。また、全般的な会合及び部会を開き、そこでは政府の部局か

ら 30 人ほどを招集し、政府以外の機関からも召集します。協議の範囲を拡大し、例えば、

統計制度についてその改善を図るとか、長期的及び短期的な統計にかかる計画を策定する

といったようなものです。 

 この新統計法の施行により、韓国政府は統計組織についても強化したいと考えています。

ＫＮＳＯを一つの官と五つの局へと再編し、統計機関の様々な技術についても支援を提供

したいと考えています。例えば、統計調査の実施や集計に関する技術、あるいは統計に基

づく政策管理を行う上での技術です。さらにその他の統計機関においても統計関連の人材

を強化していきます。 

 最後に、ＳＢＰＭ（統計に基づく政策の管理）についてご紹介したいと思います。その

目標とするところは、ＳＢＰＭにより、政策に関する様々な失敗などを予防し、評価を通

じた政策の促進を図り、新しい法律の施行と改革によって政策や制度を導入していくこと

です。その手順としては、最初に政策部局で計画を確立します。その部局によって、統計

の作成や改善に必要な設計、実施及び政策評価に関する計画が作られ、必要であればＫＮ

ＳＯが計画を担保し、内閣の閣議に提出される前に、統計や法律の改善に関し、様々な勧

告を提供していきます。 

 政策のライフサイクル全体を通じて、統計が効果的に利用されるということになります。

計画段階においてはＳＢＰＭによって基礎となる統計が提供され、これによって意思決定
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が支援されます。実施段階においては、ＳＢＰＭによって統計指標をもとに政策の効果を

診断します。評価段階においては、指標を通じて、政策がうまくいったのか、失敗したの

か、傾向が明らかになります。 

 以上、最近の韓国における統計制度の改革計画についてご紹介いたしました。改革計画

によれば、統計インフラを整備し、よりよい公式統計の作成や提供を図っていくというこ

とです。われわれの課題としては、統計の質、その妥当性、信頼性、利便性という観点か

らこの計画を実施していくということです。ご清聴ありがとうございました。 

 

ディスカッション 

 

（川崎） 韓さん、素晴らしい発表をどうもありがとうございました。非常に興味深く聞

かせていただきました。多くの共通点が韓国の統計制度改革と日本の統計制度改革の間に

は見られると思います。もちろん違いもあると思います。例えば、統計に基づく政策の管

理などは日本ではあまり聞かれないことだと思います。感謝申し上げます。 

 それでは、次に議論に移りたいと思います。まず、廣松統計委員会委員からお願いいた

します。 

 

（廣松） 議長、ご紹介ありがとうございます。お集まりの皆さま、このようにご招待を

受けて、私は大変光栄に思っています。今、素晴らしい発表を３人の有力な方からいただ

きました。私の義務はこれらの発表に対する意見を申し上げることですが、議長から短く

するよう言われております。その理由は時間が非常に限られていますし、私のコメントよ

りもスピーカーのご意見の方が皆様にとってより貴重ですので、ごく簡単なまとめと問題

提起という形で四つの質問をしてみたいと思います。 

 先ほど、オーストラリアの公的統計制度について Pink さんから発表がありました。また、

イギリスの公的統計については Hughes さんからお話がありました。そして、韓国の国家統

計制度については韓聖熙さんからお話がありました。これらの発表から、いくつかの共通

点を見て取ることができます。まず分散型の制度になっているということです。さらには、

オーストラリアでは統計諮問委員会をおいています。イギリスでは統計審議会、韓国では

国家統計審議会を置いていることです。また、イギリスと韓国は今、統計制度の改革を進

められています。これはまさに日本の公的統計制度の現状と一致するといえるでしょう。 
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 日本の新統計法の下で設けられた統計委員会は 10 月に発足したばかりです。その役目の

一つは約５年間の基本計画を策定することです。現在、竹内委員長の下でこの作業を鋭意

進めております。この視点から、四つの質問をそれぞれのスピーカーにさせていただきま

す。 

 まず一番目、統計の質と重要性をどのように評価されているのか。この質問をさせてい

ただくのは、統計委員会の他の任務として、現在の統計を基幹統計とそれ以外に分けて明

確化する必要があり、統計の質と重要性はその際に重要な基準になると思うからです。 

 二番目の質問は、ミクロデータ、すなわち匿名データを、プライバシーや個人情報を保

護する中で、どのように提供するかということです。これまでのところ日本政府はミクロ

データを提供していませんでした。しかし、新しい統計法の下ではこの種のデータを提供

することが規定されております。今、学界を含めてさまざまなグループから匿名データに

関して強いニーズが出されています。ただ、近年、調査の対象者からはプライバシーある

いは企業秘密ということに非常に敏感になっておりますので、影響があるのではないかと

いう懸念もあります。ご経験を踏まえていろいろ教訓など、参考になることを教えていた

だければと思います。 

 三番目の質問は、統計専門家をどのように採用し、訓練するのかということです。すべ

ての国はこの人事の問題に直面していると思いますので、いろいろアドバイスをいただけ

ればと思います。 

 四番目の質問は、政府の統計調査を民間に開放していくという政策について、どのよう

に対応したらよいのかということです。他の国については分かりませんが、日本もより小

さな政府を目指すということです。というのも、大規模な財政赤字を抱えておりますし、

民営化の大きな傾向が進んでいるからです。これは先ほど竹内先生からもお話がありまし

た。公的統計も例外ではありません。 

 他にもいろいろ伺いたい質問がありますが、時間が限られておりますので、それぞれの

ご経験や教訓について、この四つの質問に関連して聞かせていただければと思います。 

 

（川崎） 廣松先生からは非常に重要な、また深い質問が提起され、大変うれしく思って

います。その中の一部は議論すると 30 分から１時間ほど必要とするかもしれません。どの

程度それぞれの発表者の方からお答えいただけるか分かりませんが、二つ目のミクロデー

タと、四つ目の民間開放については詳細な問題ですので、参考資料などをご教示いただく
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程度にとどめていただければと思います。そして、一つ目と三つ目の質問に焦点を絞って

いただければ幸いです。もちろん、どの質問にお答えいただいてもかまいません。Pink さ

んからお願いいたします。 

 

（Pink） 二つ目と四つ目については簡単にお答えしたいと思います。ミクロデータにつ

いては国際的に統計に携わる者が議論しているところですが、これについては参考資料を

国連統計委員会、ヨーロッパ統計家会議に関連する資料がありますので、それを指摘した

いと思います。私たちすべてにとっての課題分野です。我々がデータを集めるのは、それ

をしまっておくために行っているわけではありませんが、データ提供については社会が安

心感を持つ形で行わなければなりませんし、保護されなければなりません。参考資料をご

指摘したいと思います。 

 民間調査というのも面白い点です。民間における調査などさまざまな活動は従来もあり

ましたし、今後もあるでしょう。経済状況について、社会動向についてなどの調査も行わ

れていますし、学界でも調査は行われており、オーストラリアでもそうです。 

 しかし、公的統計の目的ために情報を収集するということは、オーストラリア統計局で

は統計法に基づいているわけです。社会に対して情報を提供するために統計法に基づいて

情報を集めることができる組織はオーストラリア統計局のみです。オーストラリアの経験

では、もし情報提供を義務付けることができなければ、おそらく回答率が大幅に低下する

でしょうし、そうすると、質も損なわれてしまうでしょう。 

 １番目の質問についてですが、中央統計機関が質の枠組みを設けることが重要だと思い

ます。さまざまな統計の質を評価することが必要です。それぞれの国によって、また国際

的な統計コミュニティにおいても、質の評価の枠組みなど、さまざまなものがありますが、

枠組みを用いて、一貫性を持って評価するということが重要だと思います。多様な統計に

対し、一貫性のある評価を行うことが重要だと思います。 

 統計制度の管理者として、イギリスの経験について Hughes さんからもお話がありました

が、私たち統計担当者が質についてのフィードバックをユーザーから受けることが最も重

要なことです。ユーザーはデータを受け取って意思決定のために公的分野でも民間分野で

も利用しています。また、ニーズにかなう適切な質ではないという場合には、即座にフィ

ードバックがあります。 

 三つ目の統計活動に携わる人材の採用と育成ですが、Cheung 氏のお話にもありましたよ
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うに、クリティカル・マスが重要だと思います。国家統計制度の中核組織として、ある程

度の規模があって、専門知識を維持することができるようにする必要があると思います。

統計の枠組み、特に国民経済計算などの経済統計について熟知した人材がいる。手法も分

かり、それに必要な中核的な技術を持ち、統計データを収集し、集計する人材を維持する

ことが重要です。ですから、ある程度の規模があるということがまず第１点だと思います。 

 また、何らかのメカニズムが必要です。つまり、統計活動に携わる人々を政府の他の部

局から異動させて、専門家集団にしなければいけません。これは、イギリスではＧＳＳと

呼ばれています。統計活動に携わる人々が政府のどこの部局にいても、その統計専門家の

集団の一員となること、中央統計局がそれに対して責任を負うこと、局の中の人材育成だ

けでなくて、統計活動に携わる政府の他の部局の人材育成にも責任を持つことが重要だと

思います。少なくともオーストラリアではスタッフをほかの省庁に出向させ、また、ＡＢ

Ｓでは出向者を受け入れています。ＡＢＳから人材を州レベルでも連邦政府レベルでも、

他の省庁に出向させ、出向を受け入れるということをしています。 

 また、これまでも行っておりますが、さらに推進するべきこととして、学界との交流も

あります。技術を身に付けるために、そして、人材を学界から受け入れる、また学界にこ

ちらの人材を出向させるということで、学界の人たちにも統計局が実務的にどのような課

題に直面しているのかを理解していただきたいと思っています。なぜなら、理論から少し

離れた実務的な課題があるからです。 

 

（川崎） どうもありがとうございます。それでは Hughes さん、質問にお答えください。 

 

（Hughes） Pink さん同様、私からも短くお答えしたいと思います。先ほど廣松さんから

いろいろおっしゃってくださいましたが、私は午後にも発表することになっているので、

３番についてはここではお答えせず、質の問題に関してお答えします。これは全く違った

部分もあると思います。 

 統計の質に関する全体的な問題として、Pink さんから質にかかわる枠組みというお話が

ありましたが、幸いなことにわれわれの場合は長年にわたって、この手法に関してディレ

クターレベルの人がいます。Deputy Director というのが Pink さんの場合だと思いますが、

オーストラリアの場合と組織的にはかなり共通性があります。統計結果の質を調べるひな

型や仕組みがあり、これがＧＳＳ全体において展開されています。特に最近のピアレビュ
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ーということに関しては、控えめに見ても、おそらくＥＵの中でもイギリスの質の枠組み

は最高のものだと自負しております。 

 しかし、この目的に合っているかということに関して、我々はまず妥当性のある統計を

作成していかなければいけないし、それがどこまで必要なものかということです。つまり、

その統計を作成するために資源を利用者のニーズを超えて投入してしまうことがあっては

ならないわけです。 

 評価機能について、統計審議会における型は、国連規則にも基づいたＥＵにおける評価

制度とも整合性のあるものです。どのような統計であってもこのような基準に合ったもの

でなければならないというものです。オープンで透明性のある形で統計が作成され、メタ

データが提供されているかどうか。完全に健全性と両立するのか。そのような基準がいろ

いろと決まっています。 

 ミクロデータに関しては、イギリスでは長年にわたってこのような匿名データを、特に

世帯調査に関して作成してきました。これはエセックス大学のデータアーカイブの中に入

っており、学界において利用されていますが、それ以来、我々は様々なステップを踏んで

まいりました。大変に厳しい利用条件の下でデータを提供するということもしてきました。

例えば、特別な許可制度をとり、かなり厳しい条件付きで使い方に合えば、個別識別はで

きないまでも、かなり詳しい個別のデータを提供しました。 

 先ほどご紹介した法律に導入されている概念は、許可された研究者という形を取ってお

り、このような条件に合った人は個別データの利用を許可されます。ただし、乱用したら、

例えば、２年間刑務所に入れられるとか、大きな罰金が科せられるというような厳罰に処

せられます。皆さんや川崎さんにおかれましても、十分このようなところは検討されてい

ると思います。 

 ４番目の市場開放政策に関しては大いに責任があるわけですが、イギリスでは、1980 年

代後半、マーガレット・サッチャー首相の責任の下で市場化テストがあり、長期間にわた

ってすべての分野の統計が市場化テストにさらされました。私たちに分かったのは、政府

が調査を行うのが最もコスト・エフェクティブだということでした。こう言うと自画自賛

のようですが、実際にそのようになったのです。ＩＴインフラについては、市場は我々よ

り良いものを提供できます。しかし、その枠組みの中で、国家統計局は、その前身の一つ

である人口センサス及びサービス局として、長年にわたって政府の関係部局のために調査

を行ってきました。そして、我々は２～３の大きな研究関係の組織と競争してきました。
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イギリスでは大きな調査について競争をしてきたわけで、これからもそれを続けていきま

す。ＯＮＳは最先端の調査チームを持っており、国内の調査会社とも競い合います。時と

して我々が負けることもあれば、勝つこともあるといった状況です。 

 

（韓） 廣松さん、コメントと質問をありがとうございます。我々は 2005 年以降毎年、定

期的に品質評価を行っています。そして、これまでに様々な成果が上がっています。例え

ば、公的統計の作成に関するガイドラインを策定したり、統計に関する精神を育てるとい

うようなことです。ただ、問題は公的統計を改善しようと思っても十分な手段がないとい

うことです。そのために、品質評価制度などの様々な規則を策定し、責任ある統計専門家

をそれぞれの政府機関ごとに指名し、統計部局の人事・予算などを保証します。 

 ミクロデータや匿名データも統計目的のために提供します。個々人を分析し、生データ

あるいは匿名データを提供することによって統計データの実用性を高めております。 

 ３番目にお答えしたいのは統計人材の採用です。これはいわゆる開放型ですが、限定的

な競争制度ということで、統計学、経済学あるいは社会学などを修めた人々を採用してい

ます。ただ、専攻については特に限定しておりません。 

 統計研修制度についてご紹介しました。統計研修制度がＫＮＳＯの下に置かれています。

様々な統計に関するコースを設けておりますが、弱点は基礎的なコースに集中しているこ

とで、今、統計コースの改革をしております。基本的な考え方は、組織あるいは個人を基

にコースの編成をしていくということです。個々人のキャリア育成を目指したいと考えて

います。それが私の答えです。 

 

質疑応答 

 

（川崎） ご発表いただき、また、質問にもお答えいただきありがとうございました。参

加者の皆さまも多くのご質問があることと思いますし、コメントもあることだと思います。

個人的に私も様々な異なる事例や手法があるという海外のお話を伺いまして、大変刺激を

受けております。フロアの参加者の皆さまも多くのご質問、コメントがあることと思いま

す。ご意見のある方は手を挙げていただいて、日本語でも英語でも結構ですので、お願い

いたします。できるだけ多くの方にお話しいただけるように、質疑応答はできるだけ簡潔

にお願いしたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

23 



 

（Ｑ１） 総務省の統計担当の政策統括官をしております、貝沼と申します。本日は３人

のスピーカーの方から各国の統計制度についての貴重なお話をいただき、ありがとうござ

いました。 

 一つ質問させていただきたいと思います。先ほど基調講演で竹内統計委員会委員長から、

これからの統計制度の運営に当たっては継続性と変化に対する柔軟性が大事だというお話

がありました。特に日本を含めて、分散型の統計制度を持っている国というのは、社会の

ニーズの変化にいかに対応するかが大変重要な課題になっているのではないかと思います。

そこで、ニーズの変化に対応して、例えば、統計の人材や予算をセクター間で移動しなけ

ればならないという問題に直面することがあろうかと思いますが、それぞれの国ではセク

ターごとにニーズが変化したときに、予算や職員をどんなふうにリアロケートするといっ

たような対応を取られているかを教えていただきたいと思います。 

 

（川崎） ありがとうございました。ではどなたからお答えいただけますか。Pink さん、

よろしいですか。 

 

（Pink） とてもトリッキーな質問だと思います。まず、統計利用者の原則ですが、今、

使えるものを他のグループのために決して手放さないと思います。ですから、なかなか難

しい課題です。しかし、いくつかの方法で対応することを考えなければならないと思いま

す。最終的には、ユーザーとのアドバイザリーグループもあり、それぞれの分野を担当し

ているアドバイザリーグループがあり、そこと協議をしています。 

 これはオーストラリアの話ですが、先ほどお話しましたように、連邦政府レベルでも州

政府レベルでもアドバイザリーグループがあり、どのようなニーズがあるかという情報を

見ていますし、そのグループを超えたニーズについても見ようとしています。そして、イ

ンプットをアドバイザリーグループから得て、どのような新しいニーズが出てきているの

か把握しようとしています。新しく予算を獲得できないのであれば、どのように全体の計

画を変えていくのか議論をしなければなりません。 

 オーストラリアの場合、これはＡＳＡＣが担当しています。それを受けて、もし本当に

シフトするべきであるということであれば、政府に対してそれを求めます。例えば、新し

い資金がいるという状況であれば、それを求めます。そのアドバイスに基づいて意思決定
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がなされます。私の立場としては、年次作業計画や将来の作業計画にそれを反映させてい

くということになります。しかし、なかなか難しい決定を迫られることが往々にしてあり

ます。だからこそ、独立した統計コミュニティが決定を行い、政府に対する助言を行うと

いうことが重要だと考えております。 

 

（川崎） ありがとうございます。 

 

（Hughes） 私も Brian さんが言ったことはその通りだと思います。統計家が効果的な形

でこの活動を行うとすれば、冗長性をなくすることが必要だと思います。つまり、これは

よく出てくる問題ですが、統計の関係者のイギリスにおける状況は、オーストラリアと若

干違ってかなり分散型の制度です。しかし、どの省庁の中でも政策上の課題が出てくれば、

統計家がそれぞれその変化に対して応えていかなければなりません。 

 通常そのようなことをするわけですが、私自身が交通関連、運輸関連の統計担当であっ

た時にいろいろな問題が出てきて、かなり急速な変化に対して応えていかなければなりま

せんでした。我々はそのプロセスに対応するため、全体的な計画の中で取り組んでいきま

した。ＯＮＳの中においては、現在かなり大規模な形で５年間の作業計画を実施している

ところです。そこではこの外部のニーズなどに対していかに応えていくかということで、

すべてには応えられませんが、できる限り応えていきたいということです。 

 弱点としては、Wallman さんから今日の午後にアメリカについてお話があると思います

が、それとは大きく違って、予算を横断的な形でコントロールするということがありませ

ん。つまり、その統計にかかわる部局はその上の省庁の傘下にあるわけです。従って、あ

る程度、例えば社会統計が犠牲になって農業統計に力が入ったとしても、それに対してコ

ントロールできないわけです。 

 ただ、冒頭にお話ししたような目的の下で審議会が包括的かつ整合性のある形で公的統

計についてまとめていくことができれば、オーストラリアの状況と同じように、今あるよ

うな不均衡な状況をきちんと政府に示すことができるようになると思います。そして、審

議会から議会に対して直接報告できるようになれば、かなり大きな影響力が出てくると思

います。しかし、これはアメリカにおける状況と比べたら、やはり次善の策としかいえな

いと思います。 
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（川崎） どうもありがとうございます。それでは韓さん、お願いします。 

 

（韓） 最近われわれは、職員をほかの統計部局に派遣することを始めました。そして今、

この制度の拡大を図っております。ほかの統計部局に対し、我々の組織の拡充を図って、

幹部レベルでの交流もし、調査管理局を設立しました。いずれにせよ、統計予算は分散型

では大変重要な意味を持っていますが、ＫＮＳＯは他の統計部局と連携をとるようなコー

ディネーターがいません。新しい統計法は統計部局の予算の保障をしているので、特に予

算担当部局とも緊密な連携を保っております。公的統計作成のためによりよい予算の付け

方をしてもらおうということです。 

 

（川崎） ありがとうございます。Pink さん、何か補足することはありますか。 

 

（Pink） もう一つ、言うべきことがありました。これも大事なことですが、常により効

率的で効果的な統計の作成方法を探していくことです。オーストラリアの場合には、より

効率的、効果的な形での統計作成を進めることにより財源を生み出し、それによって追加

の予算を要求せずにかなりの投資を行うことができました。業務のポートフォリオを見直

して、例えばＩＴなど新しく出現しつつある分野に再投資をしていくということです。さ

まざまな挑戦課題もまだこれから出てくると思いますが、いろいろと圧力もかかってきて

おりまして、よりよい統計データを提供する、特に環境統計に関するニーズが高まってく

るものと思われます。 

 

（川崎） 非常に難しい質問を提起したようですね。いずれにせよ、我々は鋭意努力を続

けなければならないということでしょう。ありがとうございます。他に質問はございます

か。 

 

（Ｑ２） 専修大学の作間と申します。Mike Hughes さんに質問です。 

 1998 年に緑書（グリーンペーパー）が出版されたときに、ガバナンスフレームワークと

して四つのプランが検討されたと思います。その中で 2000 年の制度では、独立な統計委員

会（Independent Statistics Commission）という方針が採用され、７年間が経過しました。

今回、新しい法制度の下では、もう一つの提案だったガバニングボードという別の方式を
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採用されようとしています。 

 そこで、人々の統計に対する信頼を構築する上で、独立な統計委員会という方式は成功

したと評価されているのか、あるいはそうではなかったと評価されているのかお伺いした

いと思います。そのことを踏まえて、新しい制度でガバニングボードという別の方式が採

用されたのかどうか、その辺りが気になっています。 

 

（Hughes） 非常に興味深い質問をいただきました。これについては少し遠回しの言い方

でお答えすることになると思います。今おっしゃいましたように、また私の発表の中でも

申し上げましたように、1998 年にグリーンペーパーが発表されたときには、いくつもの異

なるモデルが提示されておりました。そして、実際には独立統計委員会が作られ、統計委

員会に対しては信頼を向上するという任務が与えられました。非常に崇高な目標だったと

いえるでしょう。 

 ただ、一口に信頼を向上する、あるいは改善するといっても、いくつもの方法がありま

す。このモデルについて皆が期待していたのは、現在の国家統計を損なわないということ

だったと思います。それは特に統計委員会にとっては難しい問題となりました。というの

も、私が言及した問題は、統計審議会長と Len Cook 国家統計官（当時）との間で議論が巻

き起こりました。例えば、鉄道の民営化の仕組みを清算し、別の会社が政府によって立ち

上げられたということがありました。ここでの問題は、負債を政府が負うべきか、そうで

はないのかということです。少し技術的な問題に入りますが、そのような議論が当時はあ

りました。 

 こういった問題は、私の意見では非公開に行われるべきで、公開議論とすべきではない

と思いましたが、公開されてしまったためにいろいろと問題が出てきました。統計委員会

はいいことを行いました。いろいろなことについて報告書も出しました。ただ、最終的に、

根本的な欠点としては権限が与えられていなかった、「てこ」が与えられていなかったとい

うことです。議会にはいろいろ報告も提示されましたが、きちんと議論されませんでした。

この見直しによって、調整権限を与えることになりました。政府はそれにあまり関心がな

かったということで、われわれというか、この統計審議会に対し、統計委員会が行ってい

た調整権限を与えたということです。 

 

（川崎） どうもありがとうございます。他にございますか。どうぞ。 
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（Ｑ３） 法政大学の伊藤といいます。基調講演をされた国連統計部長が午後に登場され

ますので、その方を質問の相手としてもいいのかと思いますが、差し当たって Hughes さん

にお伺いします。 

 今年２月の国連統計委員会のハイレベルフォーラム、Wallman さんがモデレーターをさ

れていた会議で、カナダの Ivan Fellegi さんが、統計が政治化することについてかなり強

い警告を発していたと受け止めています。これは具体的に何を指しているのかが分からな

かったのですが、イギリスで先ほど紹介された事例のようなことを指しているのかと思っ

たのですが、そのほかに、どのような点が統計の政治化の事例としてあるかをご紹介いた

だければありがたいです。 

 

（川崎） Hughes さん、お答えいただけますか。それとも、Cheung 部長、あるいは Wallman

さんにお答えいただいた方がいいでしょうか。 

 

（Hughes） 私が何度も発言しているようですので、Cheung さんか Wallman さんにお答え

いただいてもいいと思います。今おっしゃった件について私はよく分からないので、政治

化についてはぜひ Cheung さんか Wallman さんにお答えいただければと思います。 

 

（川崎） それでは Wallman さん、お願いします。 

 

（Wallman） 私からはアメリカの代表という立場ではなく、その委員会で果たしていた役

割という立場から申し上げたいと思います。あの日はいろいろ盛りだくさんでした。おっ

しゃっていたことは、これは Fellegi さんがおっしゃったことに関連しています。カナダ

の首席統計官の言ったことですよね。 

 彼が言わんとしていたのは、われわれすべてに対して、特にわれわれよりも上の人間に

対して、統計委員会がこれからも技術的な組織であるべきで、それを保証してほしいとい

うことです。国連の中でそういった性格を持っている唯一の組織として、政治がその委員

会の作業に対して影響を及ぼしてはならないということを警告として発したわけです。 

 私が委員長を務める中で、当初、政治的な問題がわれわれの委員会の作業に入り込んで

くることがありました。そのために、議長を務めるのはとても大変でした。最終的に委員
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会は技術的な組織であるというフォーカスを失わないことになりましたが、われわれはこ

れから、過去よりもずっとその点について注意していかなければいけないと考えました。 

 つまり、われわれが技術的な委員会だと誰もが分かってくれていると当然のように思っ

ていたのですが、それは許されないと分かったのです。というのも、ほかの権益を持ち込

むような動きもないとはいえないからです。しかし、Fellegi さんが強調したかったのは、

この委員会において、われわれは慎重でならなければいけない。これから活動を進める中

において、技術的な委員会という特別な性質を見失ってはならないということを言わんと

したのだと思います。 

 

（川崎） どうもありがとうございます。 

 

（Hughes） 今、Wallman さんがおっしゃったことに付言してもよろしいでしょうか。わ

れわれとして気を付けなければいけないのは、政治家を必ずしもがっかりさせてはならな

いということです。つまり、今言われた政治問題化というのは、必ずしも政治によって行

われるというのではなくて、マスコミがそのようにすることがあるわけです。これは特に

英国における特徴といえるかもしれませんが、マスコミやメディアが大変強力で、しかも、

特に右派の大変保守色の強いところが、労働党の方で出てきた統計に関していろいろなチ

ャンスが出てくると、それをとらえて、自分たちの主義主張を主張しようとするマスコミ

があるわけです。 

 例えば数週間前に起こったことで、これは英国ではよくあることなのですが、統計に関

して、特に移民労働者の報酬に関して、労働・年金省で既に公表した統計の訂正を発表し

たところ、すぐに新聞の１面の記事になりました。あるいはテレビのバナーでも出てきま

したが、その中では、政府は移民労働者が実際にどのくらいいるか把握していないと報じ

られていました。一つの問題だけからそのような報道が出てきてしまって、これが政治問

題化されてしまうということのモデルだと思います。 

 もちろん、我々としてはそもそも誤りのないようにしなければなりませんが、要はマス

コミに対して、よりよい教育や啓蒙を行っていくことが必要だと思います。 

 

（川崎） どうもありがとうございます。フロアからは他に質問やコメントはございます

か。Wallman さんどうぞ。 
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（Wallman） アメリカの代表という立場で申し上げます。先ほど、民営化というお話が出

ました。こういう言葉を使いますと、言語が違うことにより複雑になることもあるので、

同じことを言っているかどうか、一応確かめなければならないと思います。 

 アメリカの場合、一部の政府機能の民営化を進めることに関心が高まっております。わ

れわれの主張としては、統計活動のコントロールはやはり政治が持つべきだということで

す。統計局は、これが集中型であろうと分散型であろうと、政府が握っておくべきです。

ただ、アメリカではあるネットワークを活用しております。これは官民の組織から成るネ

ットワークで、一応調査を行う能力を持っております。ある大学の同僚から聞かされたの

ですが、これは非常にユニークで、ほかの国にはあまりない例だそうです。ただ、Hughes

さんの話を聞いていると、それほどユニークでもないかもしれないと思い始めました。 

 アメリカでは、センサス局で、いろいろな調査を行う能力を持っています。政府の部局

センサス局に委託して、実際に調査を行ってもらうことがあります。このため、例えば、

医療・保健統計や教育統計を担当する部局では、独自の調査スタッフを持っていません。

このようにするのは、政府内で重複を避ける一つの方法です。 

 したがって、第１の選択は、Hughes さんがおっしゃったイギリスの例ように、センサス

を担当する部局に調査を行ってもらうということです。次に、その代案としては、例えば、

Westat、National Opinion Research Center、あるいは Research Triangle Institute な

ど、アメリカでは有名な調査組織を使うことです。いわば競争原理を働かせて、彼らの現

場のスタッフを使って作業をしてもらうわけです。ただ、そのような統計活動のコントロ

ールはあくまでも資金を出している政府の機関が握っておかなければいけません。以上、

もう少しニュアンスについて付け加えるということで説明をしてみました。ただ、それぞ

れの分野では変わってくると思います。 

 

（川崎） ありがとうございます。おそらくアメリカは国としては調査産業が非常に大き

い産業となっている国といえるかもしれません。例えば、日本など、アメリカ以外のほか

の国ではそのような大規模な調査対象はないと言えると思いますので、国による違いの一

つということだと思います。また、次の段階に進んでいけば、そのようになるということ

かもしれません。ご説明いただき、ありがとうございました。 

 時間もなくなってきたようですが、大変よい議論、発表をいただきました。ユーザーの
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声を聞く、ユーザーのニーズを理解する、そしてそれを実施に移すさまざまメカニズムが

あるということでした。国によって実行の仕方には若干違いがありますが、基本的に達成

しようとしているところは同じ方向ではないかと思います。非常に詳細にわたる大変よい

情報が発表されたので、まとめることはなかなか難しいものがありますが、この情報を昇

華し、将来の基本計画策定に当たって参考にしていきたいと考えております。そして、日

本の公的統計の将来方向を考える上で役立てていきたいと考えております。 

 最後にコメントを付け加える方はいらっしゃいますか。ないようでしたら、このセッシ

ョンを終わりとしたいと思います。発表者、討論者の方々、大変素晴らしい発表、コメン

トをありがとうございました。また、フロアからご質問、ご意見をいただきました方々に

も御礼申し上げます。ありがとうございました。 
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